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率 67％以上が

と

定

れ

基

な

泡

改正で多くの

になりまし

にするビー

模企業共済と

退職や廃業し

る共済制度で

円までの範囲

額が出来ます

得控除(最大で

は退職・廃業

退職所得扱い

金の雑所得扱

トがあります
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「エコー」は音楽の再生や検索した情報の読み上げの他、音声による注文機能も備えて

います。家電製品や各種センサーとの連携により、自宅全体を音声でコントロールする

機能にも期待できます。従来の「指」で操作するスマートフォンから「声」で操作でき

るＡＩスピーカー市場にはグーグルも参戦し、次世代に向けた新たな攻防の幕開けです。 

人工知能を搭載し、音声操作のアシスタント機能を有するＡＩ

スピーカーの勢いが止まりません。最初に登場したアマゾンの

今月の商売のヒント：【非常識から学べ】 
 

観光庁によれば平成２９年の訪日客消費額は初の４兆円超えで、過去最高を更新しました。外国人をターゲ

ットにしたインバウンドビジネスは今後も伸びていくことが予想され、貴社の商売でも外国人と接する機会 

が今まで以上に増えるかもしれません。外国人が相手だと真っ先に言葉の壁を心配する人が多いようですが、

言葉以上に悩ましいのは常識の違いでしょう。小売業を営むＡ氏は身をもってそれを実感したばかりです。 

Ａ氏が取引先を招いてホームパーティーを開いたときのこと。表向きはざっくば 

らんな懇親会でしたが、実は新規の取引先であるブラジル人のＳ氏のサプライズ 

パーティーでもありました。Ｓ氏には「午後１時に来てね」と伝えておき、他の 

人たちは先に集まってＳ氏を歓迎しようという計画でした。ところがＳ氏は 30 分

も遅れて来たのです。しかも悪びれた様子はまったくありません。Ａ氏は思わず 

感情的になって、約束に遅れて来たＳ氏を非常識だと責めました。しかしＳ氏は

相手が何に腹を立てているのかまったく理解できず、しばらく面食らっていたそうです。ブラジルでは、内

輪のパーティーに呼ばれたら始まりの時間より 30 分ほど遅れて行くのがマナーだったのです。 

それは、相手が急いで用意をしなくても済むようにという心遣いでもあり、１時 

間くらい遅れて行く人も少なくないのだとか。つまりＳ氏は遅れてしまったので 

はなく、マナーとしてあえて遅れて来たのでした。約束の時間を守るのが当たり 

前だという日本と、遅れて行くのが当たり前だというブラジル。後日、その事実 

を知ったＡ氏は「当たり前」が違う同士でお互いを非常識だと非難するのは、そ 

れこそ非常識というものだったと深く反省したそうです。 

国が違えば常識も違う。国が同じでも人の数だけ常識がある。分かっているつもりでも、つい自分の常識が

万国共通だと思ってしまうことがあります。時に常識を疑うことも必要だろう。これがＡ氏にとっての商売

の新常識となったようです。 

今月の教えてキーワード：【ＧＤＰＲ（General Data Protection Regulation）】 

欧州連合（ＥＵ）が、個人情報の保護を目的に定めた新規則のこと。２０１８年５月から適用が開始された。

日本語では「一般データ保護規則」という。ＥＵ域内で取得したメールアドレスやクレジットカード番号など

の個人情報をＥＵ域外へ移転することを原則禁止しており、移転する場合はＥＵが定めたルールに従う必要が

ある。日本企業もＥＵで従業員を現地採用した際などに影響がある。違反した場合、高額の制裁金が課される。


